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木造住宅耐震化支援事業

　○ 市では、東日本大震災を教訓とし、木造住宅の耐震化を一層促進していくため一般住宅の「耐震診断」と「耐震改修」を支援
　　 していきます。
　○ 安全で安心できる住まいづくりに向けて、本事業を積極的に活用してください。
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①一般改修

【補助の対象】・昭和56年5月31日以前に工事着手している木造戸建て住宅

・昭和56年6月以降、建築士による耐震診断を受けていないもの

耐震診断

補強計画（補強内容・概算工事費）

STEP1

自己負担額 8,000円

（1戸あたり約20～30万円）

STEP2

耐震改修

最大補助額 60万円

段階改修

②簡易改修

③部分改修

現行の耐震基準（上部構造評点1.0以上）への適合

まずは建物の強さを

診断してみましょう。

強度が不足していたら・・・

耐震改修の参考となる

補強計画を提示します。

住宅の補強を決断したら・・・

①上部構造評点を1.0以上にします。
目標レベル（倒壊しないレベル）

②上部構造評点を0.7以上にします。
目標手前、現行耐震基準は満足できません。

③特定の部屋だけを補強します。
居間や寝室等をシェルター型で補強します。

耐震改修の内容は左の4種類から

選ぶことができます。

住まいの安全・安心、地域の防災性が向上します。

最大補助額 100万円

対象工事費の4/5 かつ最大補助額まで補助されます。

一般改修現地建替

STEP3



木造住宅耐震補強補助金

最大１００万円補助

・おおむね１月末日までに工事を完了

させることが条件です。

補助対象

昭和５６年５月以前に

建築された木造住宅
※昭和５６年６月以降に耐震

強度に影響が出る増改築を

している場合は対象外です。

まずは耐震診断の申込みをして

木造住宅の耐震性能を確認！

自己負担は８,０００円です。

申し込みについて

今年は広報しらかわ４月号又は市の

ホームページにてご案内し、

耐震診断は５月７日から8月23日まで、

耐震改修は５月７日から5月31日(※)

までの申込み期間とします。
※申込みがなかった場合に限り、延長します。
・申請書は市のホームページからダウンロード、

又は建築住宅課の窓口で手に入ります。

申込み期間中に予定件数よりも多数の申込みがあった

場合は抽選とさせていただきます。

お問い合わせ先 建築住宅課 建築係 電話：０２４８－２２－１１１１（内線：２２７４）

午前８：３０～午後５：１５（土日祝日を除く）

対象工事費の４／５以内かつ

耐震性が

なかったら


